
令和２年度 学校運営連絡協議会実施報告書 

 

１ 組織   

（１）都立翔陽高等学校 学校運営連絡協議会（全日制課程） 

（２）事務局の構成 経営企画室長＝事務局長、教務部員＝記録 計２名 

（３）内部委員の構成 

    校長、副校長、総務部主任、教務部主任、生活指導部主任、進路部主任、２年次主任 

計７名 

（４）協議委員の構成 

      学識経験者（大学教授２名）、近隣小中学校長、地域住民代表（近隣自治会長）、警察、 

保護者代表（ＰＴＡ会長・副会長） 

計７名 

 

２ 令和２年度学校運営連絡協議会の概要 

（１）学校運営連絡協議会（第１～３回）の開催日時、出席者、内容、その他 

   第１回 令和２年９月２９日（火）内部委員７名、協議委員３名 

      協議委員委嘱、委員紹介 

     学校経営計画、本校の現状と課題等説明、意見交換 

   第２回 令和２年１１月２０日（金）内部委員６名、生徒会長、協議委員４名 

     学校評価の報告及び学校運営に関する提言、協議 

     協議委員からの教育活動に対する意見    

   第３回 令和３年３月８日（月）内部委員７名、協議委員７名＜紙面開催＞ 

    各分掌等からの年度末報告、学校評価（地域）の報告 

協議委員からの教育活動に対する意見 

     

３  学校運営連絡協議会による学校評価（学校評価報告） 

（１）学校評価の観点 

   「学校への理解」「学校の意欲」「学校の実践」の観点で実施する。 

（２）アンケート調査の実施時期・対象・規模 

  ・１０月 全校生徒  対象： 713 人 回収： 647 人 回収率：  91％ 

  ・１０月 保護者全員 対象： 713 人 回収： 360 人 回収率：  50％ 

  ・１０月 教職員  対象：  48 人 回収：  48 人 回収率： 100％ 

  ・１２月 地域    回収：   74 人 

（３）主な評価項目 

   ・学校運営、学習指導、生活指導、進路指導、特別活動・部活動、健康・安全、施設・設備、体

罰・いじめ、働き方改革に関する項目を計２１項目設定した。 

（４）評価結果の概要 （校長や学校全般への意見・提言内容） 

  ・「主体的に学び、行動するような学習活動」について、教員による温度差がある。生徒は、相手の

意見を聞くとともに自分の意見を述べられる生徒と受け身の生徒と二極化している。 

  ・家庭学習習慣が定着しているとは言えず、結果として「確かな学力」が身に付いていない状況が

ある。 

  ・生徒指導について、「学校としての生徒指導方針」の教員間の共通理解を図る場を設けたが、教員

全体で頭髪・服装指導を行っているとは言い難い状況である。 

  ・自分の在り方生き方について考える「キャリア教育」について「はばたきタイム」を再構築する

必要がある。 

（５）評価結果の分析・考察（校長や学校全般への意見・提言） 

  ・生徒、教員ともに、「主体的に学び行動するような学習への意識の転換」を図り、相手の意見を聞

くとともに自分の意見を述べられる生徒を育てていく方策を探る必要がある。 

  ・生徒指導ついて、「学校としての指導方針」の共通理解を図り、教員全体で頭髪・服装指導を行っ

ていく必要がある。 

  ・「国際理解教育」についての狙いを生徒に理解させるとともに、「国際探究部」が中心となり、探

求を絡めた国際理解教育の方策を探っていく必要がある。 

  ・「英語教育推進」のために、教員による指導の違いが大きく理解に差が出ないよう、横の連携を



図り、共通理解をもって指導していく必要がある。 

 

４  学校運営連絡協議会の成果と課題（学校の自己評価へ反映） 

（１）学校運営連絡協議会を実施して得られた成果 

  ・コロナ禍での教育活動を保護者や地域の方々に理解してもらうために、様々な取り組みを、配

信メール等をもっと活用し、情報がいきわたるようにすることを重視していく必要があること

がわかった。 

（２）学校運営連絡協議会を実施して明らかとなった課題 

  ・「主体的に学び行動するような学習」について、教員間での温度差をなくす必要がある。 

  ・学校の広報活動として、地域の行事により多くの生徒を参加させたり、近隣の中学校との交流を

増やしたりする必要がある。 

      

５ 学校運営連絡協議会及び学校評価を活用した教育活動の改善事項（学校経営計画へ反映） 

（１）学校運営 

・探求的な学びの実践と希望進路実現のための新教育課程編成・実施に向けたカリキュラムマネジ

メント 

  ・近隣住民に広報誌を配布し、様子を知らせることによる、地域に根差した学校づくりの推進 

（２）学習指導 

  ・「主体的な学び」に移行するための指導法についてより一層の改善 

  ・学習習慣の定着に向けた仕組みづくり 

（３）特別活動 

  ・３大行事の実施についての検討 

  ・部活動について、活動内容、試合結果など、こまめな HP への掲載 

（４）生活指導 

  ・「規範意識」を身に付けさせるための指導 

  ・共通理解を図り、温度差のない頭髪・服装指導（途上） 

（５）進路指導 

  ・長期休業期間中、補習・講習時間の確保に向けた取組 

  ・自分の在り方生き方について考える「キャリア教育」について「はばたきタイム」を再構築 

（６）健康・安全 

  ・保健環境部、環境委員を中心とした校内美化の推進 

  ・コロナ禍においても生徒が安心・安全に学校生活を送ることができるよう検温・消毒等の取組を

継続 

 

６ 「学校が良くなった」と考える協議委員の割合 

（１）協議委員人数 ７人 

（２）学校が良くなったと答えた協議委員の人数 

 

そう思う 
多少そう 

思う 

どちらとも

言えない 

あまりそう

思わない 

そう思わ 

ない 
分からない 無回答 

３      ４ 

 

７ 職員会議及び企画調整会議への協議委員の参加実績及び成果 

  【実績】協議委員の方の予定がつかず、職員会議、企画調整会議とも参加いただけなかった。 

  

８ その他 

 ・保護者アンケート結果で「わからない」と回答する割合が今年度も高かった。自由意見では、コロ

ナ禍の中での学校の教育活動について肯定的な意見が多かったものの、「学校からの情報発信が十

分でない」との意見もあり、この状況での家庭との意思の疎通が大切であることを実感した。今後

も、学校通信、学年通信、進路だより、保健だよりなどで、学校の様子をこまめに伝えていく必要

がある。 


